
水技 第 121 号 

令和６年 10 月 15 日 

 

関係業界団体 各位  

 

福岡市水道事業管理者    

（水道局計画部技術管理課） 

 

 
各種実施要領 等の改定および策定について（通知） 

 

 

時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

また、日頃より、本市水道事業の推進にご協力いただき、感謝いたします。 

標題の件につきまして、福岡市財政局技術監理課より通知がありました。 

本局においても、財政局と同様の取扱いとしましたので下記のとおり通知します。 

つきましては、貴団体会員企業への周知をよろしくお願いします。  

 

記  

 

１．改定および策定した各種実施要領 等 ※下記すべて、管１、管２も対象となります。 

① 福岡市土木工事における週休２日工事実施要領の改定について【改定】 

② 福岡市土木工事における週休２日交替制工事実施要領の策定について【新規】 

③ 「設計変更ガイドライン（土木工事編）」及び 

「工事一時中止に係るガイドライン（土木工事編）」の改定について【改定】 

  ④ ウィークリースタンス実施要領の策定について【新規】 

 

２．適用年月日 ※〇数字は、上記１の〇数字にリンクしています。 

  ① 令和６年 10 月１日以降、起工する工事 

  ② 令和６年 10 月１日以降、起工する工事 

  ③ 令和６年 10 月１日以降、適用 

  ④ 令和６年 10 月１日以降、適用 

 

３．主な改定および策定内容 ※〇数字は、上記１の〇数字にリンクしています。 

① 月単位の週休２日の導入 

※ 通期の週休２日は継続。ただし、補正係数の変更あり。 

② 技術者及び技能労働者交替制の月単位および通期の週休２日の導入 

※ 24 時間稼働する工事など、現場閉所を行うことが困難な工事を対象とした制度。 

③ 記載している契約約款の条文番号等の時点修正 

④ 受発注者間において、休日取得・時間外縮減のため労働環境を改善し、円滑な実施と品質向上 

に努めることを目的とする。（互いに心がけて取り組むもの。） 

※【参考例】受発注者間で協議の上、休前日（金曜日）は新たな依頼をしない など 



４．添付資料 ※〇数字は、上記１の〇数字にリンクしています。 

① 福岡市土木工事における週休２日工事実施要領の改定について【改定】 

② 福岡市土木工事における週休２日交替制工事実施要領の策定について【新規】 

③ 「設計変更ガイドライン（土木工事編）」及び「工事一時中止に係るガイドライン（土木工事編）」

の改定について【改定】 

④ ウィークリースタンス実施要領の策定について【新規】 

 

５．掲載場所 ※〇数字は、上記１の〇数字にリンクしています。 

【①、②】 

 福岡市ホーム ＞ 創業・産業・ビジネス ＞ 公共工事・技術情報 ＞ 公共工事の技術情報 ＞ 

週休２日工事 

https://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/gijutsukeikaku/business/doboku-

kijunrui/shuukyuu2kakouji.html 

【③、④】 

  福岡市ホーム ＞ 創業・産業・ビジネス ＞ 公共工事・技術情報 ＞ 公共工事の技術情報 ＞ 

  土木関係の基準類 

 http://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/gijutsukeikaku/business/doboku-

kijunrui/index.html 

【担当部署】 
福岡市 ⽔道局 計画部 技術管理課 

  TEL：092-483-3199  


